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暴力とは？

暴力＝身体的暴力だけではない。精神的、経済的、性的・・・

様々な法律等で「暴力」について規定

法律に規定がなければ何をやってもよい？

⇒「人権」を守る必要

お互いが対等な関係性・尊重し合える関係性

人権侵害がおきないように対応する必要

日本国憲法

第１１条

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲
法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の
権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第１３条

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福
追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限
り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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「暴力」＝人権侵害

例えば

現象としては

夫→妻 長時間の叱責

それに対して妻→夫へ 暴言（反論）

これは暴力？

（見極め方法）

対等・尊重関係が保持されているか、崩れているか。

★対等・尊重な関係が崩れている場面で何かあれば暴力＝人権侵害

3



「暴力」＝人権侵害

★対等・尊重な関係が崩れている場面で何かあれば暴力

＝人権侵害

（さまざまな暴力形態）

身体的暴力

精神的暴力

性的暴力

経済的暴力

社会的暴力

子どもを巻き込んだ暴力 など
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女性に対する暴力

女性から男性に対する暴力もあるのに、なぜ「女性に対する暴力」をとり
あげるのか？

例えば

配偶者間の犯罪被害者

DV被害者

性被害の被害者

ハラスメントの被害者
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女性に対する暴力

男女共同参画白書 令和３年版 Ⅰ－７－２図
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女性に対する暴力

配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数等（令和５年度分）

令和６年１２月１９日 内閣府男女共同参画局
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女性に対する暴力

女性に対する暴力の現状 令和６年１２月 内閣府男女共同参画局
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女性に対する暴力

女性に対する暴力の現状 令和６年１２月 内閣府男女共同参画局
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女性に対する暴力

女性から男性に対する暴力もあるのに、なぜ「女性に対する暴力」をとり
あげるのか？

被害者は女性が多い。

←ジェンダーに基づく暴力・行動＝構造的なもの

対等・尊重関係が構造的に崩れている（崩れやすい）

背景に、

性別役割分担意識の刷り込み

女性蔑視等の考え方

家父長制の文化・価値観等の継承（家制度）

力による支配・暴力に寛容な社会

⇒全ての人を対象とした取組が必要だが、そのうえにさらに「女性に対す
る暴力」対策が必要 10



女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する
条約（女子差別撤廃条約）

・女性・女児に対するあらゆる形態の差別を撤廃することを基本理念
とした条約

・条約の締約国は、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他の
あらゆる分野における女性に対するすべての差別を禁止する適当な
立法その他の措置をとること等が規定されている。

・１９７９年採択。日本は１９８５年批准

＊女子差別撤廃委員会から日本に対する直近の勧告等
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ＤＶ被害者支援と子どもを守る必要性～DVとは？

ＤＶ：配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる
暴力（内閣府）

※さまざまな「暴力」が使われるが、暴力は手段にすぎない。「支配性・コン
トロール性」が特徴

→関係性・パワーバランスがどうなっているかが重要

家庭内の暴力は長らく「夫婦げんか」と捉えられ、対応されてこなかった。
でも、ジェンダーを背景とした構造的な問題＋関係性の問題＝DV
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ＤＶの子どもへの影響

内閣府男女共同参画局 ホームページ

「特集 DV（ドメスティック・バイオレンス）と児童虐待－DVは子どもの心も壊すもの
子どもへの影響」 より
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ＤＶの子どもへの影響

・子どもの成長にとって大切な安全・安心を根底から壊すもの

・子どものこころや身体に様々な影響を与える

※法的には面前DVは心理的虐待に該当する

⇒DV環境から離れる、子どもを守ることが必要

⇒国としてもDVから被害者・子どもを守るための方策
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最近の法改正① DV防止法

DV防止法の改正（令和５年改正→令和６年４月１日施行）

①接近禁止命令等について発令の対象を拡大

②保護命令の種類の拡大

・電話等禁止命令の対象行為に新たな類型が付加

・子への電話等禁止命令の創設

③命令の有効期間の伸長

・被害者への接近禁止命令の有効期間が６ヶ月から１年に伸長

・退去等命令の期間は原則２ヶ月だが、住居の所有者または賃借人が被害
者のみである場合、被害者からの申立てにより６ヶ月とする特例の新設

④保護命令違反に関する罰則の加重・厳罰化

・２年以下の拘禁刑又は２００万円以下の罰金へ加重
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最近の法改正① DV防止法
内閣府男女共同参画局 配偶者からの暴力被害者支援情報「保護命令に関するパンフレット」より
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最近の法改正① DV防止法
内閣府男女共同参画局 配偶者からの暴力被害者支援情報「保護命令に関するパンフレット」より
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最近の法改正② 家族法改正関係

いわゆる家族法改正について（令和６年５月２４日公布→令和８年４月１日
施行）

○改正の趣旨

「父母の離婚に直面する子の利益を確保するためには、父母が離婚後も
適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが重要であり、養育
費の履行確保や安全・安心な形での適切な親子交流の実現が求められ
る」→それができていないので、子の利益を確保するために改正（「一問一
答 令和６年民法等改正 家族法制の見直し（親権・養育費・親子交流等）
北村治樹編著（商事法務）１頁参照）

⇒具体的な子の利益からすべて考える
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最近の法改正② 家族法改正関係

いわゆる家族法改正について（令和６年５月２４日公布→令和８年４月１日
施行）

①親の責務等に関する規律を新設

子の利益の観点の要請

②親権・監護等に関する規律の見直し

共同親権制度の導入。ただし、子の利益を害する場合には必要的単独親
権。

例）子への虐待のおそれがあるケース、ＤＶのおそれその他の事情により父
母が共同して親権を行うことが困難であると認められるケース

③養育費の履行確保に向けた見直し

法定養育費・先取特権・ワンストップ化

④安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

⑤その他の見直し
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最近の法改正② 家族法改正関係

※子連れ別居等について（ＤＶ被害者保護・支援関係）

「Ｑ＆Ａ形式の解説資料（行政手続・支援編）」

父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関
係府省庁等連絡会議 （令和７年８月２７日取りまとめ）

１４頁

（質問）女性支援新法や配偶者暴力防止法に基づき、女性相談支援セン
ター等でＤＶ被害者の一時保護を行う際、被害者の子を同伴児童として保
護する場合があるが、今般の改正により、こうしたＤＶ被害者の保護や支援
にどのような影響が生じるか。
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最近の法改正② 家族法改正関係
（回答）

今般の改正では、

○家庭裁判所が親権者を指定する際、虐待等、父又は母が子の心身に有害な影
響を及ぼすおそれがあると認められる場合、配偶者へのＤＶのおそれがあり、父母が
共同して親権を行うことが困難と認められる場合等には、必ず単独親権とすること

○ ＤＶや虐待からの避難については親権の単独行使が認められる急迫の事情に
該当すること（※加害行為が現に行われているときやその直後のみに限られず、加
害行為が現に行われていない間も、急迫の事情が認められる状態が継続し得る。）

○ このＤＶや虐待に関しては、殴る・蹴る等の身体的な暴力を伴うものに限定され
ないこと

とされており、ＤＶや虐待のおそれがあるケースに配慮されたものとなっている。

女性相談支援センターや配偶者暴力相談支援センター等の機関が行うＤＶ被害
者の保護や支援において、これまでも、共同親権であった婚姻中のＤＶ被害者やそ
の子に対して、一時保護等を含む必要な支援を提供することが行われてきたところ
であり、今般の改正により、その取扱いに変更が生じるものではない。女性相談支援
センター等の機関においては、 ＤＶ被害者の立場に立って相談に応じ、その相談内
容に基づき、ＤＶから保護することが必要であると判断した場合には、上記のとおり、
ＤＶや虐待からの避難については親権の単独行使が認められる急迫の事情に該当
することとされていることを踏まえ、ためらうことなく一時保護等の必要な支援を行う
必要がある。
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自分や知人が暴力を受けている可能性がある場合

法的には・・・

・緊急時対応

ＤＶ防止法に基づく保護命令

それ以外の接近禁止等

警察への相談等

・事後的には

関係を絶つ（離婚、関係解消）

暴力に対する損害賠償請求 等

となるが、まずは安全・安心な環境で過ごすことが優先。

・避難する

・早めに相談（相談自体が難しいことも多いが） ※しんどいと思ったとき

・自分が被害に遭っているとの自覚が得られない人もいる→周りが本人の主体
性を大事にしつつ、気遣う行動をとる（生命・身体の危機がある場合には本人
の主体性よりも命を優先する）

・受診・録音・録画・画像・日記・・・でも、資料より命が大事。無理せず、難しけれ
ば、避難後に記録化等する。
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被害者にも加害者にもならないために

・お互いの「人権」を守る意識

＝対等・尊重の関係性

★教育の重要性

★支援における留意点

・典型例を知る（啓発）

・周囲の対応

・属性で評価・判断をしない（無意識にしていることが多い）

・社会や司法がジェンダーに基づく暴力・行動（そもそもの構造等も含
めて）について、より理解する必要
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